
山田町復興推進計画 

 

平成２８年５月１１日 

平成２９年６月１６日変更 

令和３年４月１日変更 

 

岩手県山田町 

 

１ 計画の区域 

 

岩手県山田町 

 

２ 計画の目標 

 

  山田町復興計画に基づく都市構造の再編を踏まえ、ＪＲ陸中山田駅東側を中心に周辺を含む区域

を「中心市街地」と位置づけ、コンパクトな市街地を形成し、商店、飲食店やサービス施設、宿泊施

設など様々な施設を誘導するとともに、町内最大の災害公営住宅を設置し、賑わいのある空間づく

りを実現し、中心市街地の復興基盤整備はほぼ完了した。 

  多くの事業者が仮設店舗から本設店舗による営業再開を果たしてはいるが、事業所数や従業員数

もいまだ回復していない状況である。今後、中心市街地と併せて被災商業地の事業者を、各種助成制

度等により支援するとともに、復興事業の収束を迎えた今こそ、魅力ある店舗づくりや賑わい創出

のための施策を推進する必要がある。 

 

３ 計画の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 

 

  中心市街地の再生については、平成 27 年３月に策定した「山田町まちなか再生計画」に基づき、

事業者や関係団体と協働し、賑わいのあるまちづくりを進めてきた。本町におけるエリアマネジメ

ントは、商業環境の特性から、まちなか再生区域内だけでなく、その周辺部も含めた中心市街地全体

を範囲としたマネジメントを念頭に置いており、その役割・範囲ともに広く多様な業務になると考

えられることから、商工団体等による山田商業支援組織（仮称）検討会による議論を踏まえ、エリア

マネジメントのあり方を検討していく必要がある。 

 

(1) 商工業資金対策の充実、企業の育成・支援 

  商店等の小規模事業者の経営安定のため、町融資制度等の利用促進に努める。 

  また、商工会等関係機関と連携し、個店経営の情報化・高度化を促進し、消費者ニーズを掘り起こ

す商品開発やサービスの提供により、消費者に支持される小売店の育成に努める。 



  企業の規模拡大や経営基盤の強化を図るため、事業支援制度の拡充に努めるとともに、融資制度

や利子補給の効率的な導入が図られるよう、金融機関等関係機関と連携し、中小商工業金融対策基

金の融資や制度などの周知と利用普及に努める。 

 

(2) 区画整理事業の終了に伴う産業用地の有効活用 

災害危険区域に指定されている区域において整備された国道45号沿いの産業用地の幅広い業種に

よる有効活用を目指す。 

  町の企業立地補助金等の関連補助金と合わせて、復興特区制度の優遇税制等の特例措置を活用し

た企業誘致活動を推進する。 

  新規企業の立地実現による町のにぎわい、雇用機会の確保につながることを目指す。 

 

４ 復興産業集積区域の区域 

 

別添【資料１】に示すとおり。 

ここで記載している区域が特定復興産業集積区域に該当することとなるものである。 

「山田町中心市街地形成エリア復興産業集積区域」 

 

５ 計画の区域において、実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実施主

体に関する事項並びに復興推進事業ごとの特別の措置の内容 

 

(1) 法第２条第３項第２号のイの復興推進事業 

 

①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 

(ア) 下記(イ)の業種の集積の形成及び活性化を目指す復興産業集積区域４に記載する区域 

 

(イ) 上記(ア)の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

 

07 職別工事業（設備工事業を除く）、08 設備工事業、43 道路旅客運送業、44 道路 貨物運送業、

55 その他の卸売業、56 各種商品小売業、57 織物・衣服・身の回り品 小売業、58 飲食料品小

売業、59 機械器具小売業、60 その他の小売業、622 銀行（中央銀行を除く）、63 協同組織金融

業、67 保険業（保険媒介代理店業、保険サービス業を含む）、68 不動産取引業、704 自動車賃貸

業、7092 音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）、7099 他に分類されない物品賃貸業、72 専門

サービス業（他に分類されないもの）、742 土木建築サービス業、746 写真業、77 持ち帰り・配

達飲食サービス業、78 洗濯・理容・美容・浴場業、791 旅行業、796 冠婚葬祭業、7999 他に分

類されないその他の生活関連サービス業、806 遊戯場、809 その他の娯楽業、823 学習塾、824 



教養・技能教授業、83 医療業、85 社会保険・社会福祉・介護事業（851 社会保険事業団体及び

852 福祉事務所を除く。）、881 一般廃棄物処理業、89 自動車整備業、90 機械等修理業（別掲を

除く）、922 建物サービス業、923 警備業、9293 看板書き業 

 

※上記の業種のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）の規定による規制（同法第３３条第１項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業を除

く。）の対象となる業種を除く。 

 

(ウ) 集積の形成及び活性化の効果 

 

山田町復興計画に基づく都市構造の再編を踏まえ、ＪＲ陸中山田駅東側を中心に周辺を含む区域

を「中心市街地」と位置づけ、コンパクトな市街地を形成し、商店、飲食店やサービス施設、宿泊施

設など様々な施設を誘導するとともに、町内最大の災害公営住宅を設置し、それに加え区画整理事

業による新規住宅団地、周辺公営住宅等からの住民を誘導し、賑わいのある空間づくりが実現した。 

今後、国道 45 号線沿いへのまちづくりの形成を推進し、企業立地、雇用機会の増加による中心市

街地への住民の誘導を増加させることにより、さらなる活性化が期待できる。 

 

②雇用等被害地域及び雇用等被害地域を含む市町村 

津波により浸水し直接の被害が生じた地域で別添で図示する地域。（別添【資料２】 

参照） 

 

【設定の理由】 

当町は、東日本大震災により、強烈（震度５弱）な揺れとともに、沿岸地域を襲っ 

た巨大な津波によって、全域にわたって甚大な被害が発生した。 

死者数等の人的被害は、当時の人口の約 4.3％、住家被害は、全家屋の約 46.7％に 

及んだほか、企業、農地、漁港など広範囲にわたり被害が生じた。 

町内の公務を除く事業所数は、震災前の平成 21 年が 896 事業所であったのに対し、 

平成 26 年は 589 事業所と大幅に減少している。今もなお 117 事業所が仮設店舗で営業しており、町

内の事業所や雇用者数は、いまだ震災前の水準に達していない状況である。（別添【資料３】参照） 

 

③特別の措置 

 

(ア) ①のイの業種に属する事業を実施する指定事業者（指定法人）に対する法人税又 

は所得税の課税の特例（法第３７条から第４０条の規定に基づく措置） 

 

(イ) ①のイの業種に属する事業を実施する指定事業者（指定法人）に対する事業税、 



不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規 

定に基づく措置） 

 

④関連して実施される一般復興事業の内容とその実施主体 

 

ア 岩手県中小企業等復旧・復興支援補助事業費補助金（実施主体：経済産業省、岩手県） 

地域コミュニティの維持に不可欠な商業機能を担う商店街等において、被災事業者 

がグループを形成して復旧・復興事業を行う場合の経費を補助する。 

 

イ 山田町中小企業被災資産復旧事業費補助金（実施主体：岩手県、山田町） 

被災企業に対し、被災資産の復旧に要する経費を補助する。 

 

ウ 災害復旧資金融資利子補給事業（実施主体：山田町） 

岩手県災害復旧資金、東日本災害復旧資金等の震災関連の貸付を受ける町内の中小 

商工業者に対し、10 年間利子の全額を補助する。 

 

エ 中小商工業金融対策資金融資事業（実施主体：山田町） 

中小企業に対する運転資金や設備資金などの融資に対し、町が利子の一部と信用保 

証料の全額を補助する。 

 

オ 中小商工業者融資利子等補給事業（実施主体：山田町） 

町内事業者が岩手県中小企業向け融資制度を利用した場合、町が利子の一部と信用 

保証料の全額を補助する。 

 

 カ 産業用地の有効活用による雇用機会の確保 

   町の企業立地補助金等の関連補助金と合わせて、復興特区制度の優遇税制等の特例措置を活用

した企業誘致活動を推し進める。 

   新規企業の立地から雇用機会の確保につながることを目指している。 

 

(2) 法第２条第３項第２号のロの復興推進事業 

 

「商業施設整備事業」 

 

①事業の効果 

中心市街地に食料品等を扱う小売業、飲食業の事業者が入居する共同店舗を整備した。本事業を実

施したことにより、中心市街地に小売業、飲食業等の集積が図られ、商業機能の集積や利便性の高い



まちづくりを実現した。 

 

②雇用等被害地域 

(1)②に同じ 

※ 商業施設整備事業は雇用等被害地域において実施される。 

 

③特別の措置 

 

(ア) 本事業を実施する指定事業者に対する法人税又は所得税の課税の特例（法第３７ 

条の規定に基づく措置） 

 

(イ) 本事業を実施する指定事業者に対する事業税、不動産取得税又は固定資産税の課 

税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に基づく措置） 

 

④関連して実施される一般復興事業の内容とその実施主体 

 

ア 岩手県中小企業等復旧・復興支援補助事業費補助金（実施主体：経済産業省、岩手県） 

地域コミュニティの維持に不可欠な商業機能を担う商店街等において、被災事業者 

がグループを形成して復旧・復興事業を行う場合の経費を補助する。 

 

イ 山田町中小企業被災資産復旧事業費補助金（実施主体：岩手県、山田町） 

被災企業に対し、被災資産の復旧に要する経費を補助する。 

 

ウ 災害復旧資金融資利子補給事業（実施主体：山田町） 

岩手県災害復旧資金、東日本災害復旧資金等の震災関連の貸付を受ける町内の中小 

商工業者に対し、10 年間利子の全額を補助する。 

 

エ 中小商工業金融対策資金融資事業（実施主体：山田町） 

中小企業に対する運転資金や設備資金などの融資に対し、町が利子の一部と信用保 

証料の全額を補助する。 

 

オ 中小商工業者融資利子等補給事業（実施主体：山田町） 

町内事業者が岩手県中小企業向け融資制度を利用した場合、町が利子の一部と信用 

保証料の全額を補助する。 

 

カ 産業用地の有効活用による雇用機会の確保 



   町の企業立地補助金等の関連補助金と合わせて、復興特区制度の優遇税制等の特例措置を活用

した企業誘致活動を推し進める。 

   新規企業の立地から雇用機会の確保につながることを目指している。 

 
６ 特定復興産業集積区域において、実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容

及び実施主体に関する事項名並びに復興推進事業ごとの特別の推進の内容 

 

４の区域及び５の措置内容と同一である。 

 

７ 当該計画の実施が当該計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該計画の区域の活力の

再生に寄与するものである旨の説明 

 

本計画に定めた復興推進事業の実施により、これから一層進展する高齢化社会に対応した、「歩い

て回れるまち」をコンセプトとして回遊性の高い機能的でコンパクトなまちづくりの実現により、

ＪＲ陸中山田駅東側を中心に周辺を含む区域を「中心市街地」の賑わいと活気に満ちたまちの形成

を図ることができた。 

今後、国道 45 号線沿いへのまちづくりの形成を推進し、企業立地、雇用機会の増加による中心市

街地への住民の誘導を増加させることにより、さらなる活性化が期待できる。 

 

８ その他 

 

本計画の作成に際し、法第４条第３項に基づき、岩手県の意見を聴取したが、計画内容に対する意

見はなかった。 

 







 

 

 

2,336-1,336-5～336-8,336-10,336-11,26-3,28-2,28-3,29-1,29-2,29-4,3 

0-1,30-2,31-2,31-3,31-5,31-6,31-7,31-8,31-10,31-12,31-14,31-15,31- 

16,31-18,31-19,31-20,31-21,31-22,31-23,31-24,32-2,32-2,32-3,33-1,3 

3-2,33-3,33-4,33-5,33-6,33-7,33-8,33-9,33-10,33-11,33-11,33-12,33- 

13,33-14,33-15,33-16,33-17,33-18,33-20,33-21,33-22,33-23,33-24,33- 

25,33-26,34-1,34-4,34-5,34-6,34-9,34-10,34-11,34-12,34-13,34-14,34 

-15,34-16,34-18,34-20,34-21,34-22,34-33,34-35,34-36,35-7,35-8,35- 

9,112-14,112-21,112-32,112-33,112-37,112-41,113-3,113-8,113-9,113- 

10,113-11,115-6,115-9,115-11 

 

川向町 1-1～1-4,2-1～2-3,3,3-1～3-6,3-9～3-13,3-18～3-20,4-1～4-4,4 

-6～4-9,5-1,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9-2～9-4,10-1,10-2,11-1,11-2,12,12- 

2,13,14,15-1～15-3,16-1,16-2,17,18,19-1,20-1～20-5,21,21-1,21-2,21 

-4,21-5,22,23,24-1,24-2,25-1,25-2,26-1,26-2,27-1,28-1,28-2,29-1～2 

9-4,30,31,32,33,34-1,34-2,35-1～35-3,35-6,36-1,36-3,37-2,41-1～41- 

3,42-1,42-2,43-1,43-2,44-2～44-5,45-1,45-2,46-1,46-2,47-1～47-3,47 

-5,47-6,48-1～48-8,49-1,49-2,50-1,50-2,51,52-1,52-2,53,54-1～54-4, 

55,56,57-1～57-4,58-1,58-3～58-5,59,60-1～60-3,61-1,61-2,62-1～62- 

4,63-1,63-2,64,65-1～65-3,66-1,66-2,67-1,67-2,68-1,68-2,69-1～69- 

8,70-1,70-3～70-11,71-3～71-14,71-17,71-18,76-1,76-2,77-1～77-7,78 

-3,79-1,79-12,80-1,81-2,83-3,83-4,84-3,84-13,84-14,84-16～84-18,8 

5,85-1～85-4,86,86-1～86-5,86-7,86-8,86-10～86-13,86-16～86-19,87- 

1 の一部,87-2,87-5,90-6 の一部,90-9,90-28,90-29 の一部,91,91-2,91-3, 

91-5～91-9,91-14,92-1,92-5～92-7,92-10,93-1,94-3,95-4,96-5,97-6,98 

-7,107-1,107-3,107-9,107-10,107-13,107-21,115-1～115-12,116-1～116 

-9,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130-1～130- 

3,132,133,134,135,136-1～136-4,138,139,142,143,144,145,146,147,14 

8,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,164,165,167, 

201-1,201-2,201-4～201-7,202-2,203-2～203-8,203-16～203-28,203-31 

～203-36,204-1,204-4,204-6～204-8,205-1,205-2,206-1～206-10,207-1 

～207-3,208-1～208-3,208-5～208-9,209,210,211-1,211-3 

 

境田町 1-1～1-4,2-1～2-3,3-1～3-3,3-5～3-13,4-1,4-3,4-5,5 の一部,5- 

1,6-3 の一部,8-53 の一部,27-4 の一部,30-4,30-6,30-11,34-2 の一部,34-3 

の一部,34-17 の一部,35-1,35-2 の一部,35-7,35-8,36-1～36-7,37-1～37- 

8,38-1～38-10,39-1～39-8,40-1,40-2,40-4～40-6,41-1～41-3,41-5～41- 

8,42-1～42-4,43-1 の一部,43-2,43-3,44-1～44-8,45-2,45-4～45-9,46-1, 

46-2,46-6,46-8～46-14,46-17,46-20～46-22,46-25～46-28,46-35,46-36, 

47-2 の一部,47-9～47-11,47-13 の一部,47-17～47-19,47-21～47-23,48-1 

～48-6,48-7 の一部,48-9～48-11,48-12 の一部,48-13,49-4,49-7,49-10 の 

一部,49-12,49-15,49-18,49-44,49-45,78-1,79 の一部,80-2,81-1,81-3,81 

-4,84-1～84-3,85,86,87,88,89,90-1,90-2,91,93,94-1～94-6,100,101,10 

2,103-1～103-3,104,105,106,107,108-1,110,111,112-1,112-2,113,114,1 

21,122,123-1,123-2,125,126,127,128,129,131,132,133,134,135,136,313 

-1,313-8,313-10,314-4～314-8,314-10～314-12,314-14～314-17,314-20 

～314-22,315-3,315-6～315-8,315-11,315-12,315-14～315-20,315-23,31 



 

 

 

5-24,316-1,316-3,316-4,316-6～316-15,317-1～317-4,317-6～317-9,31 

8,318-1,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328-1～328-4,333,334,3 

35,335-1,336-1,478-1,478-2,478-4～478-8,479-2～479-6,479-8～479-1 

0,489-3,489-6,489-12,489-14,489-17,490,491,492,493,494-1～494-7 

 

長崎１丁目 1-1～1-7,2-1,2-2,7-1～7-19,8-1～8-17,9-1～9-14,10-1～10- 

22,11-1～11-18 

 

長崎２丁目 1-1,1-20～1-22,1-36,1-37,6-1,6-9,6-10 

 

長崎３丁目 1-1～1-32,8-1～8-8 

 

長崎４丁目 1-1～1-4,9-1,9-2,10-1 

※ 平成 28年３月３日時点の地番による。 

 



産業別事業所数・従業員の推移

年

区分
総

数

農

林

水

産

業

鉱

業

建

設

業

製

造

業

電

気

・

ガ

ス

・

熱

供

給

・

水

道

業

情

報

通

信

業

ア

運

輸

業

卸

売

・

小

売

業

金

融

・

保

険

業

不

動

産

業

飲

食

店

・

宿

泊

業

イ

医

療

・

福

祉

ウ

教

育

・

学

習

支

援

業

エ

複

合

サ

ー

ビ

ス

業

オ

サ

ー

ビ

ス

業
事業所 1,034 14 1 110 102 1 36 432 11 33 294

従業員 6,048 152 23 729 1,582 11 320 1,589 86 47 1,509

事業所 906 11 1 103 92 - 1 25 288 11 37 114 28 18 13 164

従業員 5,457 119 27 620 1,762 - 3 219 1,213 86 48 325 379 49 170 437

事業所 918 11 1 88 90 1 1 23 274 14 39 109 41 33 17 176

従業員 5,534 110 9 550 1,654 11 14 169 1,152 112 48 285 515 270 172 463

事業所 896 15 - 85 90 1 1 25 247 20 41 98 48 34 12 179

従業員 5,537 150 - 459 1,561 11 1 236 1,218 101 66 289 644 256 97 448

事業所 316 5 - 43 32 - - 11 97 10 8 14 20 6 7 63

従業員 2,642 34 - 322 835 - - 95 557 63 20 61 343 18 91 203

事業所 589 8 1 79 59 - - 16 160 12 16 63 43 9 7 116

従業員 4,558 82 15 644 994 - - 160 942 58 36 307 673 26 100 521

事業所 605 14 2 83 63 - - 17 153 12 16 68 41 9 7 120

従業員 4,344 132 33 613 1,061 - - 172 855 79 46 335 512 25 97 226

※ 平成13年・18年は10月1日現在

平成16年は6月1日現在

平成16年のア～オは、産業分類見直しによる新規分類

平成21年は7月1日現在

平成24年は2月1日現在

平成26年は7月1日現在

平成28年は6月1日現在

被災事業所の再開状況（平成27年３月末時点）

事業所数 漁業 建設 水産加工 製造 卸売 小売 金融 保険 運輸・通信 電気・ガス 不動産 サービス

84 3 25 10 6 3 19 0 0 4 1 0 13

117 1 15 1 4 4 46 3 0 4 2 0 37

8 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0

127 4 5 11 7 1 45 0 1 8 0 2 43

336 8 45 22 18 8 117 3 1 16 3 2 93

13

※事業所統計調査及び経済センサス（総務省統計局）を加工して作成

※山田町商工会調査

仮 設 再 開

休 業

廃 業

計

本 設 再 開

28

26

16

18

21

24

資料３




